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富士市新環境クリーンセンター循環啓発棟 指定管理業務仕様書 

 

富士市新環境クリーンセンター循環啓発棟の指定管理者が行う業務の内容、範囲及び基

準は、この仕様書による。 

 

１ 施設の設置目的及び施設運営の基本的な考え方 

（１）施設の設置目的 

新環境クリーンセンターは、単なるごみ焼却施設だけではなく、資源を回収・リサイク

ルする機能、ごみ焼却により発生する余熱の有効利用、環境学習機能、環境啓発機能など

の多様な役割や機能を有しており、工場棟、資源回収棟、循環啓発棟の３棟で構成されて

いる。 

このうち循環啓発棟は、資源循環利用及びエネルギー循環利用について一体的に学習

する場として、循環型社会及び低炭素社会の形成に向けた市民の意識の向上を図るとと

もに、市民の交流及び健康増進に資する施設として設置されるものである。 

 

（２）施設運営の基本方針 

  ア 基本方針 

・ 循環啓発棟は、新環境クリーンセンターの環境学習・環境啓発の基本目標である、

「環境に関心を持ち実践する市民の育成」を達成するため、施設を構成する「修理

再生施設」及び「余熱利用体験施設」にそれぞれ基本方針を定めている。 

・ 循環啓発棟のうち「修理再生施設」では、資源循環利用（マテリアルリサイクル）

をテーマとして、次の事項を基本方針とする。 

 ①環境への関心を持つきっかけづくり 

  ②環境をテーマとした賑わいと活力づくり 

  ③自ら実践する市民の育成 

  ④地域の自然環境を愛する気持ちの育成 

・ 「余熱利用体験施設」では、ごみ焼却に伴うエネルギーの回収及び有効利用（サ

ーマルリサイクル）をテーマとして、次の事項を基本方針とする。 

    ①体験を通じてエネルギーの有効利用や循環型社会形成の重要性を発信する施設 

 ②市民の利用促進に伴い付加価値、波及効果を創造する施設 

  ③地域に歓迎される施設 

イ 目標 

・ 余熱利用体験施設では、魅力ある事業の実施により、令和８年度から毎年度、目

標数値（年間利用者数１０万５千人）以上の利用者数を達成するよう努めること。 
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・ 修理再生施設では、多くの市民への啓発を達成するために、余熱利用体験施設と

の連携により、令和８年度から毎年度、目標数値（年間利用者数１万４千人）以上

の利用者数を達成するように努めること。 

・ 利用者のニーズを把握し、満足度を高めるために積極的にアンケート等を実施し、

満足度が８０％以上となるよう努めること。 

 

（３）施設運営に当たっての遵守事項 

・ 関係法令を遵守し、適正な施設管理を行うこと。 

・ 公平な利用を確保し、特定の個人や団体に有利又は不利な取扱いをしないこと。 

・ 事故又は災害発生時には利用者の安全を最優先すること。 

・ 環境に配慮した施設運営を行うこと。 

・ 個人情報の保護を徹底すること。 

 

２ 指定の期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

ただし、指定管理者の行う業務が、この仕様書に定める基準に満たない場合は、上記指定

期間の中途で指定を取り消すものとする。 

 

３ 施設の概要 

（１）名称 

富士市新環境クリーンセンター循環啓発棟 

 

（２）所在地 

富士市大淵６７６番地 

 

（３）施設規模 

ア 構造 

鉄骨造 地上１階建 

イ 面積 

延べ床面積 ３，４８８．６５㎡ 

ウ 竣工年月日 

令和２年９月３０日 

 

（４）施設構成 

循環啓発棟の主要施設構成は次のとおり。 
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  ア 余熱利用体験施設 

   事務室、倉庫１～２、消火ポンプ室、休憩室（更衣室）・給湯室、授乳室、機械室、

便所（男）（女）、多目的便所、便所（脱衣室）（男）（女）、救護室、下足室、食事処、 

厨房、厨房準備室、売店・ロビー、大広間、個室１～５（うち１室は防音室）、 

浴室（内湯、外湯、サウナ、水切場、脱衣室）（男）（女）、休憩コーナー、 

自販機コーナー、小浴場（小浴場、脱衣室） 

 

イ 修理再生施設 

   風除室、指定管理者控室、事務室、倉庫、ボランティア控室、更衣室・給湯室、 

救護室、便所（男）（女）、多目的便所、収納庫１～３、リユース食器保管スペース、

修理工房、保管庫、再生品保管庫、食材再生室、修理再生室１～３、展示室、 

展示コーナー 

 

（５）利用実績 

余熱利用体験施設利用者数実績 

区分 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

一般 84,845 人 87,792 人 106,563 人 

小中学生 6,060 人 7,102 人 8,628 人 

未就学児 3,173 人 3,486 人 3,763 人 

計 94,078 人 98,380 人 118,954 人 

 

修理再生施設利用者数実績 

区分 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

工場見学 3,106 人 3,692 人 2,637 人 

講座等 4,067 人 5,376 人 5,417 人 

修理再生施設見学 3,330 人 4,800 人 6,285 人 

計 10,503 人 13,868 人 14,339 人 

 ※令和 4年度は、新型コロナウイルスワクチン接種に伴う来館者を除く 

 

    利用料金徴収額実績 

区分 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

入館料 46,593,905 円 47,161,950 円 56,439,400 円 

個室 260,000 円 354,000 円 389,000 円 

展示室等 3,324,000 円 10,500 円 6,500 円 

    ※令和 4 年度の展示室等利用料金は、新型コロナウイルスワクチン接種会場とし

て貸出したことによる徴収額 
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（６）休館日及び開館時間 

ア 休館日 

月曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定す

る休日に当たるときは、その翌日以後の最初の同法に規定する休日以外の日） 

１２月２９日から翌年１月３日まで 

イ 開館時間 

修理再生施設   午前９時から午後５時まで 

余熱利用体験施設 午前９時から午後９時まで 

※ 上記休館日及び開館時間は、市長の承認を得ることにより変更することができ

る。 

 

４ 指定管理業務内容 

（１）管理運営業務 

ア 利用申請の受付、承認等 

・ 修理再生施設のうち、展示室、修理再生室１～３、食材再生室は、市民への貸出

しを行う。 

・ 余熱利用体験施設のうち、個室１～５、小浴場は市民への貸出しを行う。 

・ 利用承認申請があったときは、速やかに利用の可否を判断し、利用承認を行うこ

と。 

・ 申請は、土日祝日を問わず、開館中は受け付けるものとする。 

・ 施設の利用に係る問い合わせがあった場合は、的確に対応すること。 

・ 利用の承認後、利用者が承認の取消事由に該当することとなった場合は、承認を

取り消し、又は利用の停止を行うこと。 

イ 利用料金の収受等 

・ 本施設の利用料金の徴収、減免、還付に係る事務を行うこと。 

ウ 修理再生施設における業務 

（ア）受付業務 

  ・ 利用者の受付、案内及び電話等による問合せへの対応を行うこと。 

  ・ 利用者に施設利用にあたっての注意事項を説明するとともに、附属設備、備品

等について、利用者が円滑に利用できるよう必要な指導、助言等を行うこと。 

・ 利用者数や、市民への貸出しを行う展示室、修理再生室及び食材再生室の利用

状況など、施設利用の動向を把握すること。 

  ・ エントランスに設置されているウェルカム映像の情報を、イベント等の開催に

合わせて適宜更新すること。 

（イ）見学者対応業務 
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・ 施設見学（工場棟見学者通路、森林環境創造ゾーン及び屋外啓発ゾーンを含む。）

の受付及び案内を行うこと。 

・ 小学４年生の社会科見学をはじめとした団体見学の受付及び案内を行うこと。 

・ 工場棟、森林環境創造ゾーン及び屋外啓発ゾーンは、新環境クリーンセンター

運営事業者の業務範囲となるため、案内等を行うにあたっては、事前に市及び新

環境クリーンセンター運営事業者と協議を行うこと。 

・ 見学案内の内容（シナリオ）については、事前に市及び新環境クリーンセンタ

ー運営事業者の確認、承諾のもと運用すること。また、年度更新時には、市及び

新環境クリーンセンター運営事業者と意見交換を行うこと。 

・ 見学者への案内については、見学者の要望に応じ柔軟に対応するとともに、急

な見学者に対しても可能な限り対応すること。 

・ 施設見学に必要となる案内パンフレットのうち、子供用パンフレットは指定管

理者で必要部数を印刷すること（年間でおよそ２，２００部程度必要となる見込

み）。なお、一般用パンフレットに不足が生じた場合には、必要部数を市が提供

する。 

・ 子供用パンフレットのデータは市から提供する。デザインについての変更は原

則として行わないものとするが、やむを得ない事由により変更を行う場合には、

事前に市及び新環境クリーンセンター運営事業者と協議を行うこと。 

・ 修理再生施設見学者への案内等も積極的に行うこと。展示コーナー内に設置さ

れた見学設備等を効果的に活用し、「この施設を訪れれば楽しいことがある」と

いうイメージを持ってもらえるような工夫を行うこと。 

（ウ）不用品の修理再生業務 

・ 資源回収棟に持ち込まれた家具以外の不用品を循環啓発棟まで運搬し、修理や

手入れ等を行った後、これらの再生品を展示コーナーに展示すること。なお、不

用品のうち、家具は資源回収棟から循環啓発棟への運搬を新環境クリーンセン

ター運営事業者が実施することから、受け入れの方法等について、市及び新環境

クリーンセンター運営事業者と協議を行うこと。 

・ 指定管理者は、再生品のストック状況に応じ、適宜リサイクルフェアを開催し、

入札等による販売を実施すること。 

・ 販売実施後、指定管理者は、速やかに購入者に取引連絡を行い、販売金額の徴

収や購入者への再生品の引渡しなど必要な事務を行うこと。なお、販売した再生

品の搬送は、原則として購入者が行うものとする。 

・ 再生品の販売により得た収入は、リサイクルフェア売上として取りまとめ、市

が指定する金融機関の指定口座に納入すること。 

・ 購入者が指定した期間内に現れない場合は、購入者に通知の上、再度展示、販

売を行うこと。 
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・ 展示をしても購入者が現れない再生品については、市が処理するものとする。 

・ 再生品の販売にあたっては、施設での展示販売だけでなく、ウェブサイト及び

民間事業者によるリユースアプリを活用した販売を行うこと。 

・ 本市では、市民が気軽にリユースを実践できるリユーススポットの設置につい

て検討をしている。指定管理者は、本施設にリユーススポットを設置することと

なった場合には、市の事業に協力すること。 

（エ）リユース食器貸出し業務 

・ リユース食器保管スペースに保管されているリユース食器については、有償に

て市民への貸出しを行うこと。 

・ リユース食器の貸出しに係る費用は指定管理者の負担とし、得られる収入は指

定管理者の収入とする。 

・ リユース食器の衛生管理にあたっては、リユース食器ネットワーク発行の「リ

ユース食器の衛生管理に関する自主ガイドライン」に基づき実施するとともに、

関係法令等を遵守し、衛生的に管理すること。 

・ リユース食器に欠損等が生じた場合は、新たに食器を購入し、業務に支障が出

ないようにすること。なお、新たに購入した食器は市の所有とする。 

（オ）展示製作・更新業務 

・ 展示コーナーにおいて、企画展示を年間４テーマ以上実施すること。 

・ 企画展示については、「富士市ごみ処理基本計画２０２５－２０３４」に掲げ

た目標の達成や、「ＳＤＧs 未来都市」に選定された本市が目指す「富士山とと

もに 輝く未来を拓くまち ふじ」の実現に貢献できるようなテーマとするこ

と。 

・ 更新にあたっては、子供から大人まで、だれでも興味深く見学できるような工

夫（デザインや文章、文字の大きさ、色遣いなどへの配慮）を行うこと。 

・ 利用者団体等との協働展示を行う場合には、団体等の活動内容紹介や、展示の

コンセプト等を分かりやすく示し、来館者が興味を持って見学できるよう工夫

すること。 

・ 展示期間やテーマ、内容などをウェブサイトやＳＮＳで積極的に情報発信をす

ること。 

・ 来館者に展示の説明等を行う機会を積極的に設けること。説明等にあたっては、

後述するボランティアを積極的に活用すること。 

・ ごみの分別に関する壁面展示については、常に正確な情報を提示できるよう、

ごみの分類や回収場所、回収周期等に変更があった場合は、市と協議を行った上

で、展示内容を更新すること。 

・ 展示コーナーに配置してある本棚の本を適宜更新するとともに、対象別に分か

りやすく本を紹介するなど、来館者が興味を持てるよう工夫すること。 
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・ 展示コーナーに配置してある「ふじものコトボックス」及びボックス内に収納

してある各キットを活用し、利用者に取扱方法について説明を行うとともに、利

用者と一緒に遊んだりする機会を設けるよう工夫すること。また、各キットに更

新の必要性が生じた場合は、事前に市と協議すること。 

・ 常設展示されている展示物及び展示用什器のうち、当施設のために特別に製作

されたものについては、添付の「展示物等取扱説明書」に基づき適切に維持管理

を行うこと。 

（カ）環境学習・環境啓発プログラムの実施に関する業務 

    ・ 展示室、修理再生室、食材再生室及び屋外の森林環境創造ゾーン、屋外啓発ゾ

ーン等を活用した環境学習・環境啓発プログラムを年間４８講座以上実施する

こと。 

・ 環境学習・環境啓発プログラムについては、「富士市ごみ処理基本計画    

２０２５－２０３４」に掲げた目標の達成に資する取組や、「ＳＤＧs未来都市」

に選定された本市が目指す「富士山とともに 輝く未来を拓くまち ふじ」の実

現に貢献できる取組となるよう企画すること。 

・ プログラムは、多くの方に参加してもらえるように、多様なテーマ、カテゴリ

ーで企画すること。また、企画にあたっては、市内で活動する様々な団体や個人

との連携や協働を前提とする。 

    ・ 森林環境創造ゾーン及び屋外啓発ゾーンは、新環境クリーンセンター運営事業

者の業務範囲となるため、プログラムの実施にあたっては、事前に新環境クリー

ンセンター運営事業者と協議を行うこと。 

・ 森林環境創造ゾーンは、本市の生物多様性や自然環境について学べる貴重な場

であることから、新環境クリーンセンター運営事業者と連携し、当該ゾーンを積

極的に活用するとともに、動植物に関する生息情報について定期的に情報交換

を行うこと。 

    ・ 環境学習・環境啓発プログラムの実施にあたっては、子育て世代が参加しやす

いように配慮すること。 

 （キ）ボランティア登録制度運用業務 

  ・ 前記（イ）については、ボランティアを活用して事業を実施すること。また、

前記（オ）（カ）についても可能な限りボランティアを活用し、事業を実施する

こと。 

・ ボランティアの活用にあたっては、関係法令等を遵守すること。 

・ 指定管理者はボランティアの募集、育成講座、シフト管理を実施すること。な

お、令和６年度末時点での登録ボランティア数は３２人となっており、登録者に

ついては、現指定管理者から引き継ぐものとする。 

  ・ ボランティア育成講座は、原則として全４回の講座とし、新環境クリーンセン



8 
 

ターの見学に関する知識の習得だけでなく、環境学習やインタープリテーショ

ンの技術や知識を習得できるような構成とし、４回中１回は外部講師を招いた

講座を実施すること。 

  ・ ボランティアがやりがいを感じるとともに、実施事業の質の向上につながるよ

う、ステップアップ講習を半年に１回程度の頻度で実施すること。 

  ・ ステップアップにあたっては、ボランティア個人の興味、関心や活動状況に配

慮し、対話の機会を設けるなど、一人ひとりの思い等を拾い上げる工夫を行うこ

と。 

  ・ ボランティア同士の交流等を目的に年１回程度の頻度で交流会や発表会を開

催すること。 

・ ボランティアを活用して事業を実施していく中で、本施設におけるボランティ

ア登録制度を構築していくことから、毎年度、育成講座への参加状況や、ボラン

ティアの活用状況等について市に報告すること。 

 ・ ボランティアによる運用が困難な場合は、適宜必要な人員を配置し、業務に支

障が出ないようにすること。 

エ 余熱利用体験施設における業務 

（ア）受付フロント業務 

  ・ 利用者の受付、案内及び電話等による問い合わせに対応すること。 

  ・ 市では、本施設においてキャッシュレス決済への対応を検討している。指定管

理者はキャッシュレス決済に対応することとなった場合、市と協議し、費用負担

と導入方法及び運用について決定すること。 

  ・ 利用者に利用上の注意事項及び施設の内容、利用方法等の説明を行うこと。 

・ 浴室ロッカー及び貴重品ロッカーの鍵の貸出し及び管理を行うこと。 

・ 必要に応じ、ガウン、バスタオル等を貸し出すこと。 

  ・ 余熱利用体験施設のうち食事処及び売店は、修理再生施設の利用者も利用可能

となっている。修理再生施設の利用者が、食事処及び売店以外の施設を利用しな

いように配意すること。 

  ・ 利用者数や滞在時間、食事処や売店における販売実績、個室やマッサージ機の

利用状況など、施設利用の動向を把握すること。 

  ・ 現指定管理者が発行したポイントカードは、事務引継ぎ期間中に現指定管理者

と協議をして取扱いを決定した後、市の承認を得て運用を行うこと。 

（イ）食事処の運営業務 

・ 食事処において飲食物の提供を行うこと。提供する飲食物については、食事処

のほか、大広間への持ち込みを可とする。 

・ 提供する飲食物のメニュー表を作成すること。また、メニュー表の作成にあた

っては、地産地消の推進に努めること。 
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・ 食品の衛生管理を徹底し、接客マナーの向上に努めること。 

    ・ 食品衛生法等関係法規を遵守すること。 

    ・ 飲食物の提供に係る費用は指定管理者の負担とし、得られる収入は指定管理者

の収入とする。 

（ウ）物品販売業務 

    ・ 売店において物品の販売を行うこと。 

    ・ 販売する物品については、可能な限り地場産品を販売するとともに、普及宣伝

に努めること。 

・ 物品の提供に係る費用は指定管理者の負担とし、得られる収入は指定管理者の

収入とする。 

  （エ）休憩コーナーの運営業務 

    ・ 休憩コーナーには、浴室の利用者がゆったりと休憩できるよう、マッサージ機

を設置するとともに保守点検を行うこと。（設置及び保守点検は賃借契約による

ことも可能とする。） 

    ・ 新聞、雑誌類の掲示を行うこと。 

・ 飲料用自動販売機及びマッサージ機を設置し管理すること。なお、設置の際に

は、市から行政財産の使用許可を得ること。設置費や管理費の支出及び利用収入

は指定管理者によるものとする。 

  （オ）個室の運営業務 

    ・ 個室には、浴室の利用者がゆったりと休憩できるよう、テーブル等を設置する

こと。 

    ・ 遊戯具の貸出し及び管理を行うこと。 

・ 防音室には通信カラオケ設備等を設置するとともに、設備の保守点検を行うこ

と。また、音楽著作権使用料を支払うこと。（設置及び保守点検は賃借契約によ

ることも可能とする。） 

    ・ 個室及びカラオケ装置等の利用により得られる収入は指定管理者の収入とす

る。 

  オ 大型イベントの実施に関する業務 

市民が環境問題に関心を持ち、意識の向上を図るとともに、地域交流の促進を目的

として、循環啓発棟全体を活用した大型イベントを年１回以上開催すること。 

カ 自主事業の企画及び実施 

指定管理者は、施設の利用促進を図るため、施設の設置目的の範囲で積極的に自主事

業を行うこと。この場合において、指定管理者は年間の事業計画を市に提出し、承諾を

得ること。 

キ 広報等の業務 

・ 広報内容を企画し、市の承諾を得た上でこれを実施すること。  
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・ 施設ウェブサイトの作成及び維持・管理を行うこと。（指定期間終了後、ウェブ

サイトの著作権等は市に帰属する） 

・ ウェブサイトやＳＮＳ等を効果的に活用し、環境学習・環境啓発プログラムやご

み減量等の３Ｒ行動に関する情報、展示情報等について積極的に情報発信をする

こと。 

・ 新環境クリーンセンター運営事業者との情報共有や意見交換を積極的に行い、施

設全体で推進する環境啓発や３Ｒへの理解をうながす情報発信を行うこと。 

・ パンフレットやニュースレター等の製作、印刷を行うこと。ニュースレターは２

ヶ月に１回程度の頻度で発行すること。 

   ・ ニュースレターは、本施設での配架のほか、各地区まちづくりセンターでの配架

や市内各小学校、中学校への配布（１箇所につき３０部程度）、隣接する青葉台地

区、大淵地区への回覧を行うこと。なお、回覧にあたっては、両地区のまちづくり

センターに設置してある町内会配布・回覧用の棚を使用することができる。 

・ 本施設の利用促進を図るためのチラシを作成するとともに、各種広報媒体を活用

し、集客に努めること。 

   ・ 市内で開催されるイベントに出展し、積極的に施設のＰＲを行うこと。 

 

（２）施設及び設備の維持管理業務 

ア 施設清掃業務 

（ア）建物内清掃 

・ 床面清掃、除塵、汚損部分の除去、施設内のごみ収集など利用者が快適に利用

できるよう開館日はすべて行うこと。 

・ 日常的な管理で必要となる消耗品や部品の交換を行うこと。 

・ 石鹸（ボディソープ）やシャンプー等の設置及び補充を行うこと。 

    ・ 公衆浴場法等関係法規を遵守し、浴室や小浴場の浴槽、床面側壁、洗桶等の洗

浄及び水質管理に万全を期し、レジオネラ属菌等の発生防止に努めること。 

（イ）施設外敷地清掃 

    循環啓発棟駐車場及び駐車場敷地内に設置されている屋外便所、駐輪場の清掃は、

利用者が快適に利用できるよう開館日はすべて行うこと。なお、敷地内の渡り廊下及

び植栽の維持管理、駐車場、駐輪場及び屋外便所の補修に関しては、新環境クリーン

センター運営事業者の業務範囲となるため、指定管理業務の対象外とする。 

（ウ）定期清掃 

ガラス清掃、カーペット等床清掃、洗浄は、常に清潔な状態に保たれる頻度で適切

に行うこと。 

イ 廃棄物処理業務 

施設で発生した廃棄物は、適切に分別を行い、廃棄物の種類に応じて廃棄物収集業者



11 
 

に委託又は直接新環境クリーンセンターに搬入するなど適正処理を行うこと。 

ウ 警備業務 

施設内の秩序を維持し、事故、盗難、破壊等の犯罪及び火災等の災害の発生を警戒、

防止し、財産の保全を図るとともに利用者の安全を守るために、保安警備業務を適切に

行うこと。なお、開館時間以外の時間帯については、機械警備を行うこと。 

余熱利用体験施設においては、利用者が安心して施設を利用できるよう、警備員によ

る浴室内の巡回を、原則２時間に１回以上、土曜日や祝休日の１６時以降及び混雑時は

１時間に１回以上実施し、マナー違反者等への声掛けを行うなど、利用者が安心して施

設を利用できるよう努めること。 

エ 施設補修・修繕業務 

施設を正常に保持し、適正な利用に供するよう、次に定めるとおり部品交換や補修・

修繕を行うこと。 

・ 施設、設備に係る損耗、劣化、破損又は故障により損なわれた機能を回復させる

ため、１件あたり５０万円未満の修繕。ただし、５０万円を超えるもので緊急を要

する修繕は、別途市と協議するものとする。 

・ 施設の修繕を行おうとする場合は、その内容及び額を市に報告しなければならな

い。 

オ 施設管理保守点検業務 

施設を常時正常な状態に保持するため、建物、電気設備、空調設備、給排水衛生設備、

消防設備等について定期的に保守点検を行うこと。また、関係法令の定めにより必要な

届出及び法定点検を確実に実施するとともに、点検の結果を市に報告し、常時適法な状

態に維持すること。 

 

５ 実施体制 

（１）組織体制・人員配置 

ア 職員の勤務体制は、施設の管理運営及び事業の実施に支障がないよう、開館時間中

は施設管理事務所に常時１人以上の職員を配置すること。なお、職員のうちから総括

責任者及び副総括責任者を定め、その者の勤務は常勤とすること。 

イ 施設の管理運営にあたっては、必要な有資格者を配置し、又は選任すること。なお、

有資格者は兼務することができるものとし、職員に有資格者がいない場合は、各関係

法令の定めるところにより外部へ委託することができるものとする。また、必要な有

資格者のうち電気主任技術者については、循環啓発棟単独で選任する必要があるこ

とに留意すること。 

ウ 修理再生施設では、市民（市民団体を含む）、企業及び市との協働で事業を実施す

ることを踏まえ、各事業を円滑に実施することができるよう職員を配置すること。 

エ 職員の勤務条件等は、労働基準法その他の労働関係法令を遵守すること。 
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（２）人材育成方針 

ア 施設サービスの向上を図るため、職員の育成方針・研修計画を策定すること。 

イ 職員研修を随時行い、業務内容の理解度の向上、業務に関連する知識、技術等の習

得に努めること。 

 

（３）緊急時の対応 

ア 地震、火災等の災害時や施設内での事故発生時等の緊急時のときの対応策につい

て整備しておくこと。 

イ 本施設は、富士市地域防災計画における福祉避難所及び富士市富士山火山避難計

画における指定避難所に指定されている。大規模災害等が発生し、避難所とされた場

合には、運営に協力するとともに市の指示に従うこと。 

ウ その他、災害時には市の指示により、浴室を開放し、適宜避難者の避難生活を支援

すること。 

 

（４）光熱水費の取り扱い 

ア 下水道料金は、基本料金を超える下水量について、循環啓発棟による下水放流量に

応じた従量料金を新環境クリーンセンター運営事業者に支払うこと。 

イ 電気料金は、全炉休止時に循環啓発棟を開館した場合、その間に循環啓発棟で使用

した電力量に応じた従量料金を、新環境クリーンセンター運営事業者に支払うこと。 

ウ 下水道料金及び電気料金の支払いに関し、新環境クリーンセンター運営事業者及

び市と「富士市新環境クリーンセンター循環啓発棟の電気及び下水道料金に関する

覚書」を締結すること。 

 

（５）第三者による実施 

指定管理業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、事前に市の承諾を受

けなければならない。この場合、再委託先の従業員の労働条件が確保されるよう、適正な

対価を設定しなければならない。 

 

（６）雇用等への配慮 

雇用に際しては、市民の雇用に配慮するとともに、物品及び役務の調達にあたっては、

可能な限り地元業者に発注するよう努めること。 

 

６ 指定管理料及び利用料金 

（１）指定管理料 

指定管理者が富士市新環境クリーンセンター循環啓発棟の管理運営を行うために要す
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る経費の一部として支払う指定管理料は、指定管理者に対し次に掲げる額を上限として

市と指定管理者との協定により定める。年度末において指定管理料に余剰金が発生した

場合、原則としてその返還は求めないものとする。 

なお、指定管理期間中に災害の発生等の特別な事情により当該額での管理運営が困難

となった場合には、別途協議を行う。 

 

指定管理料の上限額 

  令和８年度から令和１２年度  ２８９，３２０千円（期間全体） 

                 （消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

  

（２）利用料金 

ア 本業務は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第８項に定める

利用料金制度により、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。 

イ 利用料金は、富士市新環境クリーンセンター循環啓発棟管理条例の規定による金

額を上限とする。 

ウ 利用料金は、現金納付または金融機関納付による。金融機関納付の場合、振り込み

手数料は、利用者の負担とする。 

エ 現金納付の場合は、指定管理者が現金の管理を行うこと。 

オ 申込者が、利用中止申請の手続きをした場合は、関係例規の規定に従い申込者に利

用料金の還付を行うこと。 

 

（３）利用料金の減免 

  利用料金の減免は、次のとおりとする。 

利用料金 区分 減免額 
余熱利用体

験施設入館

料 
 

身体障害者手帳等の交付を受けている者及び当該者に現

に付き添って介護をしている者（介護を必要とする者１

人につき１人の介護者に限る。）が利用するとき。 

半額 

上記以外で、指定管理者が特に必要と認めるとき。 指定管理者

が定める額 
展示室等の

料金 
市が主催する行事のために利用するとき。 全額 

指定管理者が主催する行事のために利用するとき。 全額 
市民への環境学習、環境啓発を目的とした取組を行うた

めに展示室、修理再生室又は食材再生室を利用するとき。 
全額 

上記以外で、指定管理者が特に必要と認めるとき。 指定管理者

が定める額 
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（４）利用料収入等の還元 

  事業者は、利用者から得る収入が提案時の想定を大きく上回った結果、当初期待した以

上の事業収益を享受できる場合は、当初期待した以上の利益の一部相当を事業者の提案

による方法により、本市に還元すること。 

 

７ 市及び指定管理者のリスク分担 

（１）リスク分担 

指定管理者と市のリスク分担は、次のとおりとする。 

項目 内容 富士市 

 

指定 

管理者 

物価変動 人件費、光熱水費等の単価の変動に伴う経費の増  ○ 

資金調達 資金調達不能による管理運営の中断等  ○ 

法令の変更 施設の管理運営に影響を及ぼすもの ○  

管理運営内容

の変更 

市の政策による期間中の変更 ○  

指定管理者の発案による期間中の変更  ○ 

施設設備の損

傷 

事故、火災等によるもの 協議事項 

施設等の管理上の瑕疵に係る損害  ○ 

経年劣化によるもので小規模なもの（限度額：１件当

たり５０万円以内） 
 ○ 

経年劣化によるもの（上記以外） ○  

第三者による行為で相手方が特定できないもの 協議事項 

利用者等への

賠償 

市に帰責事由があるもの ○  

指定管理者に帰責事由があるもの  ○ 

市と指定管理者の両者又は第三者に帰責事由がある

もの 
協議事項 

ｾｷｭﾘﾃｨｰ 情報の遺漏、警備不備による事故及び犯罪の発生  ○ 

不可抗力 天災（地震、台風、津波、落雷、暴風雨、洪水、異常

降雨、土砂崩壊等）、人災（戦争、テロ、暴動等）そ

の他市又は指定管理者の責めに帰すことのできない

事由による施設設備の復旧経費及び業務履行不能 

協議事項 

広域的にまん延する深刻な感染症の拡大等による管

理運営の中断や対策等に要する経費 
協議事項 

事業終了時の

費用 

指定期間終了時、期間中途における業務の廃止又は

指定取消しによる事業者の徴収費用  
 ○ 

※ 上記以外で問題が生じた場合は、協議事項とする。なお、表中の「協議事項」について
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は、事案ごとの原因により判断するが、第一次的責任は指定管理者が有するものとする。 

 

（２）事業の継続が困難となった場合の措置 

指定管理者の責めに帰すべき事由により適切な管理運営が困難となった場合又は指定

管理者の財務状況が著しく悪化し、管理運営の継続が困難と認められる場合は、市は指定

管理者の指定を取り消すことができるものとする。この場合において、指定管理者は協定

書で定める違約金を市に支払うほか、市に生じた損害を賠償するものとする。 

 

８ 市の関与 

（１）モニタリングの実施 

市は、指定管理者が提出した事業計画や市との協定事項などが正確に履行されている

かどうかをチェックするため、次のとおりモニタリングを行う。 

ア チェックシートの作成及び提出 

指定管理者は、施設の管理状況、利用状況等をチェックシートに記入し、毎月１０日

までに前月分のチェックシートを提出しなければならない。 

イ チェックシートの内容確認 

市は、チェックシートの内容を確認するため、業務の実施状況について指定管理者に

聴取を行うほか、必要に応じて実地調査等を行う。このとき指定管理者は、市の指示に

従い、誠実に対応すること。 

ウ 業務状況の評価 

市は、モニタリングの結果に基づき毎年度指定管理者の業務状況について評価を実

施する。モニタリングの結果、本仕様書及び指定管理者が提出する事業計画書に定めら

れた業務が遂行されていないことが判明した場合は、市は、指定管理者に対して是正指

導を行い、是正指導後もなお改善が認められないときは、市は、指定を取り消すことが

できる。 

 

（２）事業報告書の提出 

指定管理者は、毎年度終了後３０日以内に事業報告書を作成し、市に提出しなければな

らない。 

 

（３）業務状況の公表 

市は、毎年度、次に掲げる事項について公表を行う。この場合において、指定管理者は、

公表の実施につき必要な協力を行わなければならない。 

・ モニタリング実施結果及び業務状況の評価結果 

・ 施設の管理運営に係る収支状況 
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９ 業務の引継ぎ 

指定期間が満了したとき又は指定が取り消されたとき、次期指定管理者への業務の引継

ぎは、以下のとおりとする。 

（１）指定管理者は次期指定管理者に対し、打合せの開催、データの提供等、円滑な引継ぎ

を行わなければならない。 

 

（２）業務の引継ぎの際、指定管理者は、施設を指定期間開始時の状態に復さなければなら

ない。ただし、次期指定管理者が必要と認める場合は、協議の上、現状のまま引き継ぐも

のとする。 

 

（３）次期指定期間に係る施設の利用予約及び予約金は、全て次期指定管理者に引き継ぐも

のとする。この場合において、施設の利用予約に係る利用料金等の条件は、原則として予

約時の条件を引き継ぐものとする。 

 

（４）指定管理期間中に発生した光熱水費等の経費の支払いは、支払時期が指定管理期間を

超えている場合であっても、当該指定管理期間の指定管理者が支払わなければならない。 

 

１０ その他 

（１）法令等の遵守 

循環啓発棟の管理に当たっては、次に掲げる法令等の規定を遵守しなければならない。

なお、指定期間中に法令等に改正があった場合は、改正後の規定に従うものとする。 

ア 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

イ 公衆浴場法（昭和２３年法律第１３９号） 

ウ 公衆浴場法施行規則（昭和２３年厚生省令第２７号） 

エ 富士市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１７年富士

市条例第８号） 

オ 富士市新環境クリーンセンター循環啓発棟管理条例（令和元年富士市条例第３３

号） 

カ 富士市新環境クリーンセンター循環啓発棟管理条例施行規則（令和２年富士市規

則第３４号） 

キ 個人情報保護法（平成１５年法律第５７号） 

ク 富士市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和５年富士市条例第３号） 

ケ 富士市情報公開条例（平成１４年富士市条例第３０号） 

コ 富士市行政手続条例（平成１０年富士市条例第３号） 

 

（２）物品等の帰属 
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ア 施設の運営に支障をきたさないよう適切に物品及び備品を管理すること。 

イ 市が施設に設置する物品や備品については、富士市の所有とし、その使用及び保管

に十分注意すること。 

ウ 指定管理者は、物品や備品を新たに購入し、又は廃棄するときは市に報告しなけれ

ばならない。 

エ 指定管理者が自ら購入、搬入した備品等は、指定管理者の所有とする。ただし、市

が必要と判断して指定管理料の中で指定管理者に購入させたものは、この限りでな

い。 

 

（３）保険への加入 

指定管理者の業務上の瑕疵により生じた損害に対する賠償保険は、市が加入する「全国

市長会市民総合賠償補償保険」により対応できるため、別途加入する必要はない。ただし、

仕様書で定める業務以外に指定管理者が実施する自主事業は、当該保険の対象外となる

ため、自主事業参加者に対する損害賠償に対応できるよう、適切な保険に加入すること。 

 

（４）環境政策関係の取組み事項 

ア 物品の購入等の際は、環境に配慮した製品を優先的に選ぶこと。 

イ 各フロアーに分別ボックスを設置するなど、ごみの資源化の促進を図ること。 

ウ 両面コピーの徹底など、事務処理における省資源化を図ること。 

 

（５）福祉政策関係の取組み事項 

ア わかりやすい案内サインや点字案内の設置、受付場所への老眼鏡の設置、アクセシ

ビリティに配慮したウェブサイトづくりなど、高齢者や障害者が支障なく施設を利

用できるよう努めること。 

イ 障害に関する豊富な知識や技術を持つ相談員を配置するなど、福祉に係る施設機

能の質的向上を図ること。 

ウ ユニバーサル就労推進事業認定協力企業となるなど、富士市が取り組むユニバー

サル就労の普及・推進に協力すること。 

 

（６）協議事項 

その他、仕様書に定めのない事項は、市と指定管理者とで協議の上、定めることとする。 

 

１１ 市が用意する関連資料 
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